
「広島市水道局高陽取水場で使用する電気」の質疑応答書２ 

令和８年１月１６日  

  一般競争入札参加者各位 

 

広島市水道事業管理者 

 

番号 仕様書頁等 質 問 回 答 

１ 仕様書 ・自家発補給電力はございますか。 自家発補給電力の契約は

ありません。 

 

２ 入札説明

書、９⑷ 

・入札書と入札附属書（入札書積算内訳書)

は指定書式を使用の場合、割印をする必要は

ございませんか。また、ホチキス止め・袋と

じ・書類を重ねた状態でずらして押印など、

ご指示はございますか。 

 

入札書と入札附属書に割

印をする必要はありませ

ん。 

３ 入札説明

書、９⑼ 

・料金算定時及び内訳書作成時における端数

処理(月々の基本料金・従量料金あるいは月

次の電力量料金)につきましてご指定ござい

ますか。 

入札説明書９⑶エ(注)２

ただし書きに記載している

ほか指定はありません。  

 

４ 入札説明

書、９⑾ 

・燃料費等調整について 

落札後の契約時において燃料調整を行わない

プランでご契約することは可能でしょうか。 

あるいは現行(公告時点)の燃料費等調整の算

定諸元をご契約満了まで適用させていただく

ことは可能でしょうか。 

燃料費等調整の実施等に

ついては、契約書第１０条

第３項に記載のとおりで

す。 

 

５ 入札説明

書、１１⑷ 

・契約締結期限の記載がございましたが、こ

ちらは必須でしょうか。 

またこちらは、土日・祝日を含んだ日数でし

ょうか。 

契約内容確定後、社内決済・製本・押印・発

送等お時間を頂戴することとなりますが契約

締結日をご指定内にて締結すれば問題ござい

ませんでしょうか。 

 

入札説明書に記載のとお

り、落札決定した日から土

日・祝日を含めて５日以内

の日付で契約書を取り交わ

してください。 

なお、契約書用紙は本局

が交付します。 

６ その他 ・弊社は環境配慮の観点等により、紙請求書

を廃止し、完全電子化へ移行いたしました。 

Ｗｅｂからダウンロード

し印刷した請求書が、適法



番号 仕様書頁等 質 問 回 答 

お客さまには WEB上の『お客様ページ』にて

請求書(施設ごとの内訳書アリ)を確認・ダウ

ンロード・印刷して頂くことになりますが、

ご了承いただけますでしょうか。また検針結

果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせ

ていただいております、 

毎月の受電月報(３０分データ)の提供は、

WEBからのダウンロードにて可能ですのでよ

ろしくお願いします。 

 

な支払請求書であれば、問

題ありません。 

７ その他 ・支払に関する記載がございましたが、請求

書受領後３０日以内にご対応いただくことは

可能でしょうか。 

 

問題ありません。 

８ その他 ・銀行振込により振込手数料が発生した場

合、民法第４８４条、第４８５条の「持参債

務の原則」に基づき該当手数料は振込者のご

負担となります。 

予めご了承願います。 

 

問題ありません。 

９ その他 ・契約期間中に建替や増築、トランス増量、

受変電設備および引き込み位置の移設・ 変

更、受電設備の新設など、電力の契約に影響

するような工事予定がある場合、対象施設と

工事内容を教えてください。 

 

契約期間中の工事や設備

工事の予定はありません。 

１０ その他 ・ＳＷ切替の際必要となりますので、現在の

供給者を教えていただけますでしょうか。 

 

中国電力株式会社です。 

 

１１ その他 ・現在の契約電力をご教示いただけないでし

ょうか。 

 

４，２３０ｋＷです。 

１２ その他 ・旧一電が公表する翌年４月から適用となる

燃調諸元が大幅に変更になる場合は、弊社シ

ステム対応の関係で現行の諸元を継続するな

ど協議させていただくことがあることをあら

かじめご了承ください。 

燃料費等調整の実施等に

ついては、契約書第１０条

第３項に記載のとおりで

す。契約書に記載がない事

項については、契約締結



番号 仕様書頁等 質 問 回 答 

後、契約書第１８条第１項

に基づく協議は可能です。 

 

１３ その他 ・今回のご契約における月々のお支払いは、

お振込でしょうか、口座振替でのご対応でし

ょうか。 

 

 

 

 

 

銀行振込となります。 

１４ その他 ・４月以降、一般電気事業者による料金等に

係る改定等が行われた際の対応については別

途協議可能でしょうか。 

 

一般送配電事業者が定め

る託送供給等約款などの契

約要綱の変更、あるいは法

制度の改正等により、応札

額あるいは契約内容に影響

を及ぼす場合で、入札書の

提出までに予見できなかっ

たものについては、影響が

及びうる事項につき変更協

議をすることは可能です。 

 

１５ 契約書 ・契約内容に関する協議にはご対応いただけ

ますでしょうか。 

 

契約書に記載がない事項

については、契約締結後、

契約書第１８条第１項に基

づく協議は可能です。 

 

１６ 契約書 ・第６条(権利義務の譲渡等) 

下記文言部分の修正をお願いできますでしょ

うか。 

ただし、発注者の承認を受けた場合は、この

限りではない。→ただし、発注者の承認を受

けた場合、若しくは、信用保証協会又は中小

企業信用保険法施行令(昭和２５年政令第３

５０号)第１条の４に規定する金融機関に対

して売掛債権を譲渡する場合はこの限りでは

ない。 

条文の追加・変更はでき

ませんが、契約締結後、契

約書第１８条第１項に基づ

く協議は可能です。 



番号 仕様書頁等 質 問 回 答 

１７ 契約書 ・第８条(契約電力の増減) 

契約電力について、契約電力が５００キロワ

ット以上の施設の為、下記内容に修整いただ

けますでしょうか。 

契約電力が５００キロワット以上の施設にお

いて、契約電力を変更する必要があるとき

は、発注者受注者協議の上変更するものとす

る。 

２ 発注者が前項の規定によらず契約電力を

超過した場合は、超過金の支払について発注

者受注者協議を行い、超過金の支払が適当で

あると認められたときは、発注者は当該協議

において決定された金額を超過金として受注

者に支払うものとする。 

 

条文の追加・変更はでき

ませんが、必要であれば、

契約締結後、契約書第１８

条第１項に基づく協議は可

能です。 

 

１８ 契約書 ・第９条(使用電力量の計量及び検査)第 1 1

条(電気料金の支払及び遅延利息)  

記載では「検査終了後、請求」となっており

ますが、 

実際の業務では１日の午前０時に自動計量さ

れ、毎月第４営業日を目途に請求書発行とな

り、その請求書にご利用の内訳が記載されて

おります。 

文面:計量⇒検査⇒請求 

実情:計量⇒請求・内訳送付 

特に契約書文面は変えていただかなくても結

構ですが、弊社では計量結果の報告を別途行

うといった対応は行っておりませんのでご了

承いただけますでしょうか。 

 

契約書第９条及び第１１

条に記載のとおりです。 

なお、本契約の条項につ

いて疑義があるとき又は、

本契約条項に定めのない事

項については、契約書第１

８条第１項に基づく協議は

可能です。 

１９ 契約書 ・第１８条(その他) 

定めのない事項に付き協議を行う際に、『受

注者の電力需給約款参照の上』を追記お願い

できますか。 

 

条文の追加・変更はでき

ませんが、必要であれば、

契約締結後、契約書第１８

条第１項に基づく協議は可

能です。 

 



番号 仕様書頁等 質 問 回 答 

２０ 契約書 ・第〇条（違約金・・) 

発注者の責に帰すべき事由により発生する違

約金についての記載がございませんので、下

記文言を参考に条項の追加をお願いできます

でしょうか。 

『発注者の責に帰すべき事由により本契約が

解除された場合には、発注者は、当該日から

契約期間満了の日までに係る予定使用電力量

に、第２条に定める契約金額(電力量料金単

価)を乗じた額に、第２条に定める基本料金

を加算した額の１０分の１に相当する額を違

約金として受注者の指定する期間内に支払わ

なければならない。』 

 

条文の追加・変更はでき

ませんが、必要であれば、

契約締結後、契約書第１８

条第１項に基づく協議は可

能です。 

２１ 入札関係 ・入札金額には標準力率(１００ %)を適用す

る形で問題ないでしょうか。力率割引を適用

する場合には、入札附属書の基本料金の積算

方法に計算式を記載する形での、対応となり

ますでしょうか。 

 

入札説明書９⑶エ(ｴ)に

記載しているとおりです。

仕様書に定めた標準力率は 

１００％です。 

 

２２ 入札関係 ・仕様書別紙記載の予定使用電力量が時間帯

別となっておりますが、季節別での応札、契

約は可能でしょうか。 

可能です。季節別を適用

するのであれば、それに基

づく積算をしてください。 

    

注  この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。 


